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１ 令和６年度基準改正事項（居宅介護支援）  

居宅介護支援に係る主な基準の改正事項を掲載します。各サービスに共通する改正事項に

ついては別添の「共通説明資料」をご確認ください。 

(1) 居宅介護支援における特定事業所加算の見直し  
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(2) 他のサービス事業所との連携によるモニタリング  

 
 

  補足 

モニタリングの実施 

・  テレビ電話装置等を活用して面接を行う場合においても、利用者の状況に変化が認めら

れた場合等においては、居宅を訪問することによる面接に切り替えることが適当である。

また、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・

介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医

療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

・  テレビ電話装置等を活用して面接を行うに当たっては、以下のイからホに掲げる事項に

ついて留意する必要がある。 

イ 文書により利用者の同意を得る必要があり、その際には、利用者に対し、テレビ電話

装置等による面接のメリット及びデメリットを含め、具体的な実施方法（居宅への訪問

は２月に１回であること等）を懇切丁寧に説明することが重要である。なお、利用者の

認知機能が低下している場合など、同意を得ることが困難と考えられる利用者について

は、後述のロの要件の観点からも、テレビ電話装置等を活用した面接の対象者として想

定されない。 

ロ 利用者の心身の状況が安定していることを確認するに当たっては、主治の医師等によ

る医学的な観点からの意見や、以下に例示する事項等も踏まえて、サービス担当者会議

等において総合的に判断することが必要である。 

 ・介護者の状況の変化が無いこと。 

 ・住環境に変化が無いこと（住宅改修による手すり設置やトイレの改修等を含む） 

 ・サービス（保険外サービスも含む）の利用状況に変更が無いこと 

ハ テレビ電話装置等を活用して面接を行うに当たっては、利用者がテレビ電話装置等を

介して、利用者の居宅において対面で面接を行う場合と同程度の応対ができる必要があ

る。なお、テレビ電話装置等の操作については、必ずしも利用者自身で行う必要はなく、

家族等の介助者が操作を行うことは差し支えない。  
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(3) 入院時情報連携加算の見直し  

 
 

  

ニ テレビ電話装置等を活用して面接を行う場合、画面越しでは確認できない利用者の健

康状態や住環境等の情報については、サービス事業所の担当者からの情報提供により補

完する必要がある。この点について、サービス事業所の担当者の同意を得るとともに、

サービス事業所の担当者の過度な負担とならないよう、情報収集を依頼する項目や情報

量については留意が必要である。なお、サービス事業所の担当者に情報収集を依頼する

に当たっては、別途通知する「情報連携シート」を参考にされたい。 

ホ 主治の医師、担当者その他の関係者の合意を得る方法としては、サービス担当者会議

のほか、利用者の通院や訪問診療への立会時における主治の医師への意見照会や、サー

ビス事業所の担当者との日頃の連絡調整の際の意見照会も想定されるが、いずれの場合

においても、合意に至るまでの過程を記録しておくことが必要である。 

【解釈通知抜粋】 



- 4 - 
 

(4) 通院時情報連携加算の見直し  

 

 

(5) ターミナルケアマネジメント加算等の見直し  
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(6) 一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入  

 

  
補足 

対象福祉用具を居宅サービス計画に位置づける場合には、福祉用具の適時適切な利用及び利

用者の安全を確保する観点から、福祉用具貸与又は特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選

択できることや、それぞれのメリット及びデメリット等、利用者の選択に資するよう、必要な

情報を提供しなければならない。なお、対象福祉用具の提案を行う際、利用者の心身の状況の

確認に当たっては、利用者へのアセスメントの結果に加え、医師やリハビリテーション専門職

等からの意見聴取、退院・退所前カンファレンス又はサービス担当者会議等の結果を踏まえる

こととし、医師の所見を取得する具体的な方法は、主治医意見書による方法のほか、診療情報

提供書又は医師から所見を聴取する方法が考えられる。 

【解釈通知抜粋】 
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(7) ケアプラン作成に係る「主治の医師等」の明確化  

 

 

(8) 公正中立性の確保のための取組の見直し  
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(9) 介護支援専門員１人当たりの取扱い件数（報酬）  

 

 

(10) 介護支援専門員１人当たりの取扱い件数（基準）  

 



- 8 - 
 

(11) 同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント  

 

  
補足 

（１）同一敷地内建物の定義 

   「同一敷地内建物等」とは、当該指定居宅介護支援事業所と構造上又は外形上、一体的

な建築物及び同一敷地内並びに隣接する敷地（当該指定居宅介護支援事業所と建築物が道

路等を挟んで設置している場合も棟含む。）にある建築物のうち効率的なサービス提供が

可能なものを指すものである。具体的には、一体的な建築物として、当該建物の１階部分

に指定居宅介護支援事業所がある場合や当該建物と渡り廊下でつながっている場合など、

同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物として、同一敷地内にある別棟の建築物や幅

員の狭い道路を挟んで隣接する場合などが該当するものであること。 

（２）同一の建物に２０人以上居住する建物（同一敷地内建物等を除く。）の定義 

  ① 「指定居宅介護支援事業所における１月当たりの利用者が同一の建物に２０人以上居

住する建物」とは、（１）に該当するもの以外の建築物を指すものであり、当該建築物

に当該指定居宅介護支援事業所の利用者が２０人以上居住する場合に該当し、同一敷地

内にある別棟の建物や道路を挟んで隣接する建物の利用者数を合算するものではない。 

  ② この場合の利用者数は、当該月において当該指定居宅介護支援事業者が提出した給付

管理票に係る利用者のうち、該当する建物に居住する利用者の合計とする。 

【留意事項通知抜粋】 
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２ 運営指導における指摘事例  

本市で実施した運営指導の際に、改善指導事項として指摘した事例を掲載します。事業

所において、類似の事例がないかご確認いただくとともに、介護保険制度の理解やサービ

スの質の向上のためにご活用ください。 
 

 

事例 運営指導において確認された具体的な不適切な事例 

指摘 運営指導の結果として指摘した事項  

 
 

 

(1) 指定居宅介護支援の具体的取扱方針  

事例 個別サービス計画を受領していなかった。 

指摘 

居宅サービス計画と個別サービス計画との連動性を高め、居宅介護支援事業者とサー

ビス提供事業者の意識の共有を図ることが重要であることから、個別サービス計画の

提出を求めてください。 

 

事例 
訪問看護を居宅サービス計画に位置付けているものの主治の医師等の指示を確認し

ていなかった。 

指摘 

医療サービスの利用については、主治の医師等がその必要性を認めたものに限られる

ことから、医療サービスを居宅サービス計画に位置付ける場合は、主治の医師等の指

示があることを確認してください。 

なお、医療サービスの利用について、書面により主治の医師等の指示が確認できなか

った場合は、電話等の方法により確認を行うとともに、その旨を居宅サービス計画の

第５表に記録してください。 

 

事例 
居宅サービス計画について軽微な変更として取り扱っているが、その旨の記録がなか

った。 

指摘 
居宅サービス計画の軽微な変更として取り扱う場合は、その旨を居宅サービス計画の

第５表に記録してください。 

 

(2) 秘密保持等  

事例 
利用者家族の個人情報を用いることの同意について、当該家族の同意を文書により

得ていなかった。 

指摘 
指定居宅介護支援事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の家族の個人情

報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により明確に得てください。 

 

 

【指摘事例の見方】 


